
第６次出入国管理政策懇談会の下に設置された難民認定制度に関する専門部会が2014年12月に公表した

のうち、赤枠（実線）の項目は実施されておらず、赤枠（点線）の項目は限定的な実施にとどまっている
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新しい形態の迫害：
2015年9月の「難民認定制度の運用の見直し」において参与
員から法務大臣に提言をする仕組みを構築するとしていた
が、2017年６月時点で「仕組みの内容について、現在にお
いても検討中」とされており、その後、進展が見られない

「待避機会」としての在留許可：
2019年12月現在、導入されていない

申請手続案内の充実：
2019年12月現在、実施されていない

事情聴取への専門家の立会い：
2017年3月より試行されているが（2017年3月31日付け難民認定室長通知
「親を伴わない年少者等に対して面接による事情聴取を行う際の⽴会いの
試行について」）実績が少ない。本人確認が必須であること等が原因か？
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「規範的要素」の明確化：
2019年12月現在、実施されていない

不認定理由の記載の充実及び認定理由の付記：
申請者本人が受け取る通知書において、理由の記載の充実は見られない。
法務省が発表している「難民と認定した事例及びその判断のポイント」
や「難民と認定しなかった事例及びその判断のポイント」の充実は見ら
れるが、当事者にとっての「明確化」や「透明性の向上」には資さない

情報の一元的な収集・分析：
2017年5月より出身国情報担当官1名が指名
されている（第8回「第7次出入国管理政策
懇談会」議事録より／2018年には3名？）
が、難民申請者の出身国が一次審査で74か
国に渡っていることを考えると（2018年）
十分な体制が整っているとは言いがたい

参与員間の判断事例の共有：
2019年12月現在、実施されていない

通訳人に対する研修・評価：
2019年12月現在、導入されていない
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2019年12月9日
認定NPO法人
難民支援協会作成


